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四
六
Q

一
.種
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豪

税

三

浦

周
.

行

、
口

江
戸
時
代
.の
厭

金
御
用
金

嘉
、永
六
年
に
粟

利
加
の
使
節
菱

來
・
て
董

・迫
・
て
食

江
戸
幕
府
・
當
讐

は
今
更
の
如
く
昼

夜
。
眠
か
ら
醒
め
て
　
・
路
を
洞
閉
し
た
爲
・
、
士
庶
・
霧

讐

關
・

・
上
書
が

蒔

に
多
く
雷

さ
れ
だ
中
に

驚

隷

諫
之
助
滋
全
國
の
富
豪
に
向
っ
て
獄
金
ご
用
金
ご
を
課
し
て
簿

備
・
・
馨

・
垂

論

震

の
事
は
、
日
本
欝

の
力
に
て
防
塞

故
、
右
翼

用
・
事
・
・
醤

中
智

嚢
へ
馨

轟

肚
書

二
日
に
御
書

之
、
騎

過
分
に
被
致
仰
付
候
而
蒸

・
箏
糸

復

・
其
肇

士
結

服
塞

を
要

し
、
費
用
書

き
、
其
聲

覇

を
以
武
備
に
充
・
、
嚢

暴

露

麓

・
決
・
て
農

所
・
.農
商
の
富

民
は
何
の
勤
、
無
之
、
飽
霧

蓮

屈
し
て
圭

苦
鞍

死
・
傍
嚢

候
道

警

無
之
謬

而
・
倶
に
固
く

力
釜

。
。.き
に
候
得
は
、
其
身
・
に
て
出
来
候
護

・
婁

・
差
上
、
御
備

・
御
用
垢

養

育

農

商
も
海
防
之

簾

を
勤
め
、
御
國
因・を
報
・
秀

筋
箱

當
可
申
、需

江
原

町
人
量

詣

欝

海

に
乗
入
壽

は
、
如
纏

墨

・
所
嚢

糞

、
醇

婆

心
・
讐

歪

俣
へ
・
・
海
堕

禦

御
用
金



.

姦

肇

は
、
御
國
恩
を
報
暴

・
の
套

象

、
已

の
身
婁

ん
し
候
箱

成
績

・
是
等
の
利
害
得
失

を
考
へ
候
節
は
、
有
金
の
杢

を
御
用
に
勤
磐

も
享

に
御
座
候
、
可
相
成
は
江
戸
に
て
百
萬
金

も
鍵

に
相
成
候
様
致
慶
事
に
御
座
候
、
次
に
大
坂

の
町
人
も
江
戸

に
非
常

の
攣
出
來
、
騒
擾
大
に
相
成
候
時

は
融

通
ぞ

相
止
り
、
甚
指
支
に
可
相
成
事
擾

故
、
是
亦
利
害
江
戸
町
人
商

標
に
候
得
は
・
三
四
百
萬
金

も
.

御
用
被

仰
付
可
燃
、
江
戸
大
坂
如
此
に
御
座
候
得
は
、
諸
國
も
右
に
推
し
、
自
然
過
分
に
可
相
成
事

に
候

故
響

五
杏

蔓

り
上
成
旱

蓉

に
塗

り
可
申
、
然
・
上
縁

翳

し
て
蟹

用
に
も
選

り
・
其

書

落

も
用
支
之
家
に
は
、官
憲

・
落

金
等
被

仰
付
肇

に
も
可
相
農

中夏

生
壁

甕

國
を

寓
し
財
を
殖
し
候
事
は
、
根
本
事

始
て
、
数
年
の
後
に
藷

致
候
燧

可
致
事
に
三

民
の
金
を
括
し
取

て
、
財
.用
を
足
し
候
如
き
は
、
策
の
尤
下
な
る
事
に
は
候

へ
薯

、
海

防
睾

逼
り
し
上
は
・

蒔

の
機
宜

を
以
て
、
如
此
に
は
取
計
可
燃

ε
奉
存
候
、
御
用
金
之
分
は
追
々
御
返
し
に
相
成
、
民
を
欺
か
ざ

る
の
信
を

御
示
し
被
爲
有
農
事
に
奉
存
候
云
々
、

厭
金
は
名
籔

納
で
あ
・
け
窪

も
、
多
あ

場
合
本
人
の
自
由
意
志
や
好
意
に
出
で
た
も
の
は
な
く
・
強
記

　に
賦
課
さ
巽

。
御
用
金
隻

辞
借
書

も
借
用
書

も
申
し
て
借
入
金
で
あ
る
か
ら
・
超

内
に
返
却
す
べ
き

.

筈
で
は
あ
っ
た
が
、
・
れ
も
養

大
饗

し
切
に
な
っ
た
も
の
で
あ
・
。
こ
れ
を
纂

に
課
し
菟

由
は
武
士
階

.

級
が
璽

缺
乏
に
堪

へ
欝

を
武
備
に
充
三

死
主
恩
に
酬
い
や
う
享

乏

翌

委

逸
を
亨

飽
衣
暖
塞

.

な
す
富
豪
が
其
蓄
財
を
捧
げ
て
國
防
費
に
獄
納
す
る
は
國
恩
に
酬

い
る
途

で
も
あ

り
且

つ
自
家
瞥
業
に
封
ず
る
危

害
を
防
止
し
安
全
を
確
保
さ
れ
る
鐸
で
あ
る
せ
い
ふ
に
外
な
ら
ぬ
・

論
.
説

、

一
馨

棄

税
旨

第
八
巻

(第
四
號

三

)

堕

八
一

,

.,



論

説

蚕

富
麗

第
八
巻

茜̂

號
.

二
「
.「》

四
き

輪

蘇

諾

籍
讐

縫

饗

救
済
す
・
が
・
め
に
其
債
　

・札
毒

て
債
　

轟

仕
法
被
仰
撲

{

、
定
而
裏

之
内
・
て
不
・
得
薯

・
欝

立
・
承
伏
歪

向
も
可
享

元
来
利
を
以
。
命
ご
致
。
傑

要

呆

分
・
.へ
、
尤
・
謄

縷

糞

・
畢
護

毒

の
力
に
て
奉

に

浴
し
、
飽
食
暖
衣
致
候
哉
、
全
く

幕
府

.の
御
威
徳
美

小
名
家
の
力
に
御
座
候
、
養

家
の
困
窮
致
・
國

役
に
誕

撰

を
、
巖

、
葺

の
利
潤
・
計
・
倭

極
・
不
婁

義
、
・

つ
く
迄
奢

之
御
仕
法
の
備
相

守
、
武
家
勝
舌

苔

義

箱

待
蔭

、
御
國
恩
・
些

・
報
・
奉
歪

相
當

・
ご

に
は
銘
々
費

此

身
婁

,
致
候
基
。
御
座
候
、
塵

武
家
・
蕎

相
弛
み
、
慧

・
蕎

は
・
い
か

に
察

暑

人
た
り
ご

も
、
叢

叢

財
寳
埜

毳

毳

る
諄

は
す
、

盛

・
饗

叛

留

墜

も
存

細
魚
之
繹

節
に

候
糞

、
格
別
。
御
仁
徳
を
も
・
て
借
崔

附
之
御
岳

覆

・
、
蜜

難
有
儀
ゆ

へ
・
此
覆

底
巖

し
・

い
よ
一

不
法
申
立
候
も
の
は
倣
謙
に
廃
せ
ら
れ
俟
て
可
燃
云

々
・

・

…
こ
れ
亦
武
簑

雫
生
治
安
警
察
・
任
曇

っ
て
生
命
財
讐

塞

・
難

・
眞

れ
・
の
で
あ
る
か
ら
武
家
の
救

…幾

鰭

當
公
共
利
益
の
幾
分
を
犠
牲
に
供
す
る
・
は
國
図心
に
酬
ゆ
る
所
以
で
・
・
轟

墓

・
憂

.

由
嚢

國
は
農
本
國
で
あ
・
か
藩

工
業
錘

ん
・
ら
れ
て
難

の
診

・
が
・
武
舞

代
経

會
の
中
心
、た

る
べ
き
武
士
。
葵

壁

、足
し
な
が
・
(凶
年
の
馨

は
減
少
覚

れ
ぬ
頁

播
は
多
く
な
り
勝
ち
な
聖

で
あ
っ

.

旋
ご
、
う
か
ら
、
極
蕎

約
・
篇

・
・
.
從
・
て
必
謹

上
・
穆

品
書

附
咳

此
方
童

裏
切
る
が
如
き

層

.

冒



恐
れ
の
あ
る
商
人
。
劃
し
て
箕

婁

幾

寅

馨

・
種
・
の
制
限
を
馨

て
・
れ
叢

締
る
窪

損

い
.て

.来
た
が
、
・
け
て
・
階
級
的
答

肇

無

心
・

・
つ
窪

戸
紅

・
・
つ
て
か
ら
は
町
人
籔

す
最

締
嘉

.

殊
。
錠

重
。
な
霧

。
今
・
れ
・
・
詳
し
・
説
明
・
避
…

只
其
集

の
事
だ
け
に
つ

い
て
饗

す
る
義

…

筐

常
。

一
個
の
利
得
・
短
め
に
他
・
利
害
を
眼
中
・
置
か
ぬ
・
・
で
・
・
て
・
も
こ
よ

り
士
流
の
寧

嘉

ら

屠

る
人
間
。
あ
。
に
も
拘
募

、
李

・
婁

遭
・
、
居
住
粟

婁

全
・
得
て
居
訂

塁

く
非
磨

国
恩
で

あ

る
。幕
府
呈

義
ど
し
て
馨

が
歪

、の
利
得
3

岳

・
刎
ね
・
が
如
き
こ
ご
姦

し
な
い
・當
時
冥
袈

『

至

上
こ
か
透

茎

・
ふ
璽

誓

徴
・
を

譲

あ
桑

、
本
来
・
被
蓋

此
冥
加
箴

激
し
て
自
藷

に

雰

役
を
提
供
。
菅

直

塁

を
願
出
づ
・
場
A・特
に
・
れ
を
許
可
す
襲

い
ふ
の
精
製

棊

て
居
た
こ
譲

一
國
役
と
か
冥
加
せ
か
玉

名
黎

明
ち
か
に
示
・
て
居
・
。
蕊

ぱ
・
美

保
+
こ
年

に
幕
府
が
問
屋
馨

を
屡

し

、
藷

.叩
素
人
暮

買
勝
妻

第
L
馨

こ
差

警

た
際
に
髭

冥
加
金
・
上
納
を
も
摩
し
て
仕
誓

た
が
・

一
嘗

時

の
鯛

に
も
、

難

耀

鞭

警

璽

年
々
金
一萬
二
百
両
宛
冥
加
上
納
致
來
候
庭
、
町
屋
　

・
暫

間

…

墓

。
て
、
冥
加
金
は
壽

か
曇

制
・
奏

で
は
?

、
問
屋
か
皇

継
し
來
つ

奄

の
で
あ
る
こ
く
.
問
屋

…
。
歪

行
爲
が
あ
っ
・
か
箕

上
納
は
許
・
れ
誤

・
・
を
明

・
か
に
・
て
居
・
・
養

癬

は
棄

四
年
旨

…
屋
鶴

覆

興
を
命
・
た
け
書

も
、
冥
加
金
の
上
納
は
原
野

し
て
は
許
可
芸

方
針

に
憲

た
・

。
れ
箭

記
小
薪

正
助
・
上
青

緑

偲

封
・
垂

馨

毒

毒

・
爲
め
寺
院
町
会

慶

麟
.金
を
命

論

説

奮

纂

税

、
.
.

箱
入
套

語

號

二
三
)

四
六
三

.

・



論

説

「
馨

棄

税
.

第
霧

(第
四
號

二
四
)

四
六
四
.

.

参

る
の
急

務

に
説

い
て

、

・
.

三
都
を
始
め
浦
・
迄
之
寺
院
町
人
豪
健

垂
垂

、
凡
萬
両
以
圭

物
持

へ
身
代

一
割
の
献
書

被

仰
付

一
是
に
て
は
格
別
之
痛
み
と
も
不
相
成
、
蚕

慮

型

所
、
充

七
八
百
詩

嚢

憂

蟹

上
ケ
崇

.
可
申

、
是

亦
前

僚
金

主
ご
も
同
様

の
利
害

を
御
諭

し
可

有
之
云

々

・

嘉

・
て
居
・
.
彼
・
護

年
・
無
事
…

喜

國
町
窮

多
額
の
米
饗

銀
の
墜

廣

出
で
竃

も
あ
っ
葎

で
あ

。
か
ら
比
重

肇

る
の
至
當
で
あ
・
手

忌

の
で
、
殊
篠

侶
の
如
き
は
非
鍔

際
無
肚

の
も
の
で
は
あ
。
し
、青

月
に
預

る
衆
生
饗

・
籏

・
も
吐
露

で
・

・
か
・
、必
巌

養

し
て
馨

す

一
る
で
あ
ら
う

ご
申

し

て
居

る
。

…
。
れ
髭

漱
會

書

止
馨

と
な
り
勝
で
あ
っ
猛

用
金
鮭

金
の
意
肇

上
納

す
ぎ

歪

な
つ
て
犀

縮
縫
嚢

難

鞭

鋤鞍

癖

雛

鞭

騨
髪
筋
繕

房

っ
て
、纂

階
級
か
ら
鰹

し
、
表
面
懇
談
的
・
態
度
叢

ケ
、從
・
て
納
薯

・
・
哀
訴
歎
勢

鑑

を
與

へ

案

、蕎

そ

の
場
A
・.強
制
的
鰹

糞

・
募

・
て
、
桀

攣

助
の
毒

に
饗

聾

し
罠

を
欺
か
ざ

一
。
の
信
を
示
・
ん
こ
毒

望
ん
だ
御
用
金
蕃

金
も
聲

繋

に
終

・
場
A
・
の
多
か
っ
た
こ
濠

前
に
も
聾

た

…
…
通
り
あ
る
。
要
す
・
に

覆

の
階
級
讐

窺

で
あ
っ
寒

い
へ
る
・

.
=

室

町

時
代

の
土

愈

酒
屋

の
課
役
.

.

.、

.

、

.

冒



…

讐

ぱ
・
れ
ご
里

若

し
-
・
類
似

・
あ

が
前
代
覧

嘗

な
か
建

か
・
・
れ
か
ら
少
七
く
比
熱
に
つ
い

て
　
　
し

て
　

た

い
む

一
斯
る
徴
牧
の
動
機
が
壽

・
財
肇

の
窮
乏
姦

ふ
・
あ
霧

・
譲

盆

中
差

も
な
℃

讐

時
代
に
は

　鷺

講
解

語
鞭

媚嚢

曇
難

襲
ボ難

砺瓢

.

を
宛
て
な
ご
嘉

星

、
爾
来
室
町
幕
府
呈

倉
及
び
・
れ
高

種
・
纂

で
あ
・
・
饗

縛

す
る
課
税
叢

悟

力
な
る
財
源
藩

徹
し
て
最
も
多
あ

負
蓼

倭

琴

し
・
・
で
あ
・
・
此
嚢

の
最
簿

聖

い
は
る

.

。
義
満
の
鷺

空

年
四
季
骸

股
し
た
倉
諾

ち
土
倉
の
璽

誓

叢

の
時
代
に
は
毎
月
徴
牧
す
る
窪

、

。
。
塞

、
叢

鷺

。
・
・
て
か
ら
鰹

・
臨
漿

増
加
・
て
甚
し

き
・
.至
・
三

・
月
養

に
八
九
回
に
さ

「

夏

ん
だ
こ
。
は
れ
る
。
・
は
兎
も
角
寝

・
・
名
華

あ
・
奄

・
・
其
他
壽

沃

て
臨
歴

饗

の
必
要

達

じ
蕩

△、
。
は
幕
府
・
纂

・
向
つ
濠

金
姦

甦

。
土
倉
・
有
利
・
璽

で
あ
っ
た
こ
厳

い
ふ
迄
も

　
陣薬

嚢

診
齢

難

醸縣鱒
雛
藷

鵜
藍
薄
濁
耀

之
内
呈

七
百
二
+
貫
.蚤

爲
・月
課
・云
、琴
齋
蟹

・禦

爲
二檀
那
易

説
二紫

↓
不
レ爲
莫

大
歯

究
「哉

詰

る
.踏

屋
も
よ
い
要

で
あ
っ
た
ε
居

て
、大
乗
院

濡

雑
藷

同
年
+
二
月
二
+
八
日

僚
巻

頒
白田

山
政
長
の
兵
が

勘
蟹

小
讐

小
路
の
跨

屋

へ
兵
粮
料
・
役
銭
蔵

穂

別
税
}

を
課
・
た
簾

じ
な
か
っ
た

…
の

・を
怒
。
て
放
火
、
。
課

近
隣
迄
季

焼
失
…

芸
.
見
え
・
.
・
れ
ば
寛
正
四
年
八
月
髪

護

が
生
母

論

説

「
種

の
富
豪
脱

塵
.

.

第
.八
巻

(
第

四
就

二
五
)

四
六
五



…
論

説

癒

の
宮
窪

・
.
.
.

更

巻

・誇

號

・
六
・

四
炎

・

裏
松
氏
の
爲
め
に
行
ふ
法
會
の
経
費
に
つ
い
て
公
卿
や
守
護
ご
共
匹
土
倉
酒
屋
味
噌
屋
に
も
進
上
さ
せ
た
。
も

ε

…
よ
り
進
上

ご
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
献
金

の
形
式
で
は
あ

っ
た
が
、
其
實
幕
府
か
ら
内
々
三
ケ
國

の
守
護
は
萬
疋
、・

三

ケ
國
の
守
護
は
五
千
疋
、
以
下
こ
れ
に
准
ず
べ
.し
ご
の
沙
汰
が
あ
り
、
叉
土
倉
酒
屋
味
噌
屋
は
五
百
疋
づ
N
進
め

.

る
や
う
に
ご
の
事
で
あ
.つ
投
、
尤
も
土
倉

の
.中
で
も
正
實
、
定
光
、
善
住
(暉
住
ご

・も
)定
泉

の
四
人
は
御
倉

ε
申

し
て
將
軍

の
倉
を
預
っ
て
居
た
富
豪
中
の
代
表
的

の
人
物

で
あ

っ
授
か
ら
特
に
千
疋
づ

、
進
上
も
だ
ご
い
ふ
。
守

」護
は
こ
れ
を
各
自
部
下
の
士
民
に
轄
嫁
す
る
こ
と
が
出
來
た
が
、
土
倉
酒
屋
等
は
誰
に
繭
嫁
し
な
も
の
で
あ
ら
う
・

薪

優

者

へ
薯

、
彼
箕

當
鷺

一
名
物

重

い
ふ
べ
き
主

僕

の
襲
撃

の
目
的
鑑

っ
て
蕃

書
や
質
物
を

.

取
戻
さ
れ
、
甚
し
き
は
放
火
掠
奪
の
憂
目
に
あ
は
さ
れ
る
に
至
婁

の
も
、
叉
幕
府
が
土
倉
酒
屋

の
保
護
掻

い

て
戴
く
土
民

の
要
求
を
容
れ
兼
ね
た
の
も
、
皆
相
當
の
事
情
が
あ
っ
な
こ
ご
を
認

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

寺
院
.の
如
き
も
多
年
朝
野

の
信
仰
蹄
依
に
依

っ
て
多
く

の
寺
産
を
擁
し
て
居
れ
も
の
が
多
一
、
中
に
は
土
倉

の

.

如
≦

般

養

附
げ
て
利
殖
を
圖

つ
な
も
の
も
あ

っ
て
、
優
に
纂

階
級
に
敷

へ
ら
る
.・
も
の
が
少
姦

か
霧

・

…

楚

幕
府
藩

接

の
關
係

の
あ

っ
な
京
の
五
山

の
如
き
筆

素
幕
府
の
保
護
も
厚
か
っ
た
丈
に
將
軍

の
用
金
を
課

㎝
せ
ら
る
、
こ
ビ
も
屡

で
あ

っ
な
。
突
鉋
こ
年
十
二
月

に
幕
府
が
南
輝
建
仁
東
幅
三
寺
の
守
宮
を
召
し
て
用
脚
各
萬
.

一
疋
を
よ
つ
る
こ
ご
を
命

じ
だ
こ
ε
が
あ

る
。
當
塒
三
僚
西
實
隆
は
こ
れ
を
評
し
て
不
可
説
事
也
突
と
い
っ
て
居

型

げ

れ
こ
も
、
・實
は
醸
儀
な
い
事
情
に
あ

っ
だ

の
で
あ
る
。

三

有
徳
銭

、
矢
銭

、
剃

銭

、



此
時
代
に
初
め
て
見

え
て
是
迄
醗
り
注
意
さ
れ
ぬ

「
つ
の
挽
目
が
あ
っ
な
。
徳
銭
、
有
徳
銭
若
し
↑
は
有
幅
孟

稽
し
だ
も

の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
其
實
同

「
の
も

の
で
あ
る
。
大
乗
院
寺
肚
雑
事
記
文
明
五
年

二
月
二
十
三
旺
僚

…
に
有
徳

の
者
に
用
鏡
を
懸
く
ε
あ
る
の
を
見

て
も
富
民
に
課
す
る
用
鏡
師

ち
用
金
で
あ

る
が
、
江
戸
時
代

の
如
↑

一
借
入
で
な
け
れ
ば
返
還
を
要
せ
ぬ
。
同
書
に
は
文
明
三
年
閏
八
月
十

一
日
條
に
又
傍
如
一先

例
一諾
山
寺
有
徳
銭
等

.

一
段
大
儀
之
時

は
仰
附
之
着
色
、
及
二
黒
儀

一之
條
不
レ可
レ然

こ
あ

っ
て
、
段
銭
杯
の
租
税
ご
は
蓮

ひ
、
多
額

の
脛

費
を
要
す
る
場
合
臨
時
に
賦
課
し
た
も
の
で
あ
る
。

壽

・
聾

・
如
丸

幕
府
轟

實
上
・
れ
高

一
の
徴
収
を
行
っ
て
は
磐

け
讐

も
・
砦

聾

夥

し
な

一
の
は
幕
府
以
外

の
守
護

や
寺
院
等
で
あ

っ
た
。
併
し
そ
れ
に
は
幕
府

の
承
認
を
要
し
た
も

の
ご
見
え
て
、
寛
正
⊥
ハ

年
十

一
月
和
泉
國
孚
國
守
護
細
川
常
宿

の
邸
を
將
軍
義
政

の
夫
人
日
野
氏

の
産
所

に
充
て
同
国
の
両
守
護
に
共
同

し
て
こ
れ
を
建
て
さ
せ
る
に
つ
い
て
、
其
経
費

に
充

つ
る
爲
め
同
國
に
は

「
般
に
段
銭
棟
別
銭
を
徴
牧
す
る
こ
ご

.

を
幕

府
よ
り
許
可
し
淀
が
、
當
時
堺
南
庄
は
京
都
相
国
寺
崇
壽
院
領
で
あ

っ
た
の
で
、
同
地

の
市
民

に
は
特
に
徳

厩

を
課
す

る
慧

を
許
し
六
。
藤
原
軒
日
録
+

二
月
+
日
條

に
・

以
二
松
田
丹
後
守

一爲
二
御
使

一被
二
仰
出
町
今
度
若
公
御
産
所
経
管
勤
レ
之
、
和
泉
守
護
力
乏

而

難
・
辮
、
傍
染

む

　

書
院

領
和
泉

現
有
幅
之

事
、
限
二
今
度

「被

二
仰
付

噛
以
後

可

レ有

二
御
免
許

一之
由
懇

々
被
二
仰

山

↓
以
二
此

趣

噌…

A叩
=
干
愚
藝
群
一也

云

々
、

.

ど

見

え

る
が
、
同

じ
く

十
七

日
條

に
は
、

崇
壽
院

頷
和
泉

現
有
幅
被

レ懸

、
以
二
來
年

々
貢
三

百
貫
丈

「可
レ
辮
、
然

則
有

二
御
冠

許

【者
可

レ
爲
レ望

之
出
殻

…
論

臨

一種
の
富
豪
稚
.

」

第
八
巻

〔第
四
號

二
七
)

四
六
七

'



論

説

癒

の
纂

税

、

第
八
巻

(欝

號

二
八
)

四
交

一

…レ
申

、
以
二
松

田
丹
後
守

一可
二
相
尋

一之
由

被
一一御
出

一
也
、

蕩

る
か
箭

の
徳
警

即
。
有
幅
・
る
こ
ご
吉
口ふ
迄
も
な
か
ら
う
。
・
れ
抜

き

、
壽

繰

・
縫

鰹

一
は
是
時

に
限

っ
て
許

し
な
略

の
で
、
將

來

の
免
除

に
向

て
保
障
を
與

へ
て
居

る
の
で
あ

る
。
從

っ
て
先
例

も

な
き

一

窪

の
不
猿

税
に
警

て
縁

府
よ
り
其
中
止
を
曾

て
居
・
。
倒
せ
ぱ
寛
正
四
‡

こ
月
播
磨
國
守
護
山
名

　持
豊
蕎

國
・
舞

院
鰹

向
・
て
有
幅
・
課
・
・
謄

・
言

先
例
…

を
楯

に
静

に
訴

へ
麦

同
五
年

=
二
月
藷

菖

守
護
山
名
整

霜

國
寺
領
同
国
虫
艮
響

徳
讐

課
・
蒔

に
も
・
寺
笠

(違
例
を
訴
へ
・
幕

府

は
守
護

に
命

じ
て
還
附

さ
せ
て
居

る

の
で
あ

る
。

.

.

一
興

の
磯

國
時
代
に
は
矢
誓

い
ふ
も

の
が
あ
霧

。
織
、田
信
長
は
水
簾
±

年
+
月
撮
津
和
泉
等

の
寺
院
に

.

矢
讐

課
し
、
尋
菱

奈
【艮
堺
に
も
課
し
た
。

こ
塗

種

の
戦
時
視
で
あ
っ
て
、
書

し
て
富
裕
な
寺
院
や
市
民

か
ら
徴
牧
し
て
居

る
。
翌
年
三
月
尼
崎

の
市
民

に
射
し
て
強
制
執
行
し
や
う
ご
し
て
、
端

な
く
も
其
反
抗
を
受
け

一
遂
に
火
姦

っ
て
四
町
を
焼
き
、
男
女
三
+
人
許
を
殺
し
な
。
こ
れ
変

種

の
富
豪
税
で
あ
っ
奮

い
へ
る
・

「

最
後
に
附

加

へ
蕪

の
は
同
時
代
の
制
札
讐

あ
・
。
何
議

國
働
豚

の
時
代
の
常

託

て
軍
隊

の
軍
紀
も
弛

　み
、其
轟

・
・
地
方
・
掠
震

奪

種
・
の
籍

・
免
れ
…

π
・常
時
こ
れ
を
避
く
べ
垂

の
方
法
と
し

…
て
彼
等
を
率
み
た
圭
將
か
ら
是
等

の
行
爲
を
禁
止
し
な
禁
制
即
ち
制
札
を
受
け
て
こ
れ
を
要
所
々
々
に
立
て

㌧
置

「

こ
暴

行
は
れ
た
が
、そ
れ
に
は
裂

の
名
に
於
て
多
額
の
金
額
を
納
め
、筆
難

暑

筆
に
は
筆
功
讐

・
又

仲
介
者
に
は
取
次
磐

誓

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
翼

。
水
撃

皐

に
信
長
が
奈
幕

中
に
禁
制
を
與
へ
蒔

一
に
も
上
等
二
百
丈
か
ら
下
等
五
十
突
進
十
四
五
等

の
等
級
を
設
け
て
寺
院
や
市
民
に
到
銭
を
徴
放
し
え
が
、
其
牧



…
入
は
都
A
口
千
貫
弱

に
達

し
な
ご

い
は
れ

る
。
此
等
級

は
各

人

の
冨

の
程

度
に
依

っ
た
も

の
で
、
富
豪
程
多

仁

の
負

、

一
操
姦

ひ
ら
発

こ
量

・口
ふ
迄
も
楚

、
從
っ
て
累
窺

の
意
味
も
食

れ
唐

・
。
日
本
西
登

に
、
「些

の
如
き
免
許
猷
を
得

る
は
莫
大

の
金
額
を
納

る
を
要
す
云
々
、
前
に
堺
に
於
て
僅
に
四
行

の
発
撚
を
受

く
る
に
四

f

亨

を
信
長
・
納
・
・
　

蚤

轟

徒
絵

事
の
頚

葺

く
る
に
金
二
+
塊
を
納
纂

り
」
善

い

.

て
居

・
の
が
そ
れ
で
あ

・
。
而
か
も
・
是

隊

の
濫
妨
鋲

す
・
最
も
有
黎

・
方
響

あ
っ
て
・
器

財
産

の
安

.

全
が
此

一
枚

の
制
札
に
依

っ
て
得
ら
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
高

い
安

い
は
い
っ
て
居
ら
れ

る
飴
地
が
な
か
つ
だ

の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
當
時
此
制
札

の
事
を
防
禦
制
札

と
も
い
ひ
、
剣
銭
を
防
集
銭
ε
も
申
し
て
居
な
。
そ
こ
に
彼
江

壽

代
の
武
士
の
婆

警
務

霧

に
掌

る
報
・心
の
藻

に
於
奇

人
の
獄
金
を
至
嘗

認
め
た
も
の
思

想

一
上
の

一
致
黙
を
見
出
す
こ
虚
が
出
来

る
。

」

1

」

、

、

「

論

説

一
種
の
富
豪
麗

第
八
巻

(第
四
號

二
九
)

四
六
九


